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令和２年度 第２回 新潟市北区農業委員会定期総会議事録 

１．開催日時 令和３年３月３０日（火） 午後４時２０分～４時３０分 

２．開催場所 豊栄地区公民館 大講堂 

３．出席委員 （１８人） 

委 員           １番  渡部 圭子 

委 員           ３番  窪田 曻平 

委 員           ４番  伊藤 明 

委 員           ５番  佐藤 作栄 

委 員           ６番  坂井 祐一 

農政振興部会長       ７番  武田 武盛 

委 員           ８番  小林 浩 

委 員           ９番  此村 和也 

委 員          １０番  佐藤 敏明 

委 員          １１番  若林 清廣 

委 員          １２番  曽我 護 

委 員          １３番  齋藤 圭一郎 

委 員          １４番  倉島 正春 

農地部会長        １５番  田村 良雄 

委 員          １６番  松田 勝己 

農政振興部会長職務代理者 １７番  後藤 宗一 

会長職務代理者      １８番  本田 敏明 

会 長          １９番  首藤 正男 

４．欠席委員 （１人）   

農地部会長職務代理者    ２番  山岸 洋子 

５．議事日程 

（諸般の報告） 

第 １        議事録署名委員の指名 

第 ２ 確認事項   農業委員会の法令遵守にかかる決議の再確認について 

第 ３ 議案第１１号 令和３年度北区農業委員会業務方針（案）及び事業計画

（案）等について 

第 ４ 報告事項   令和２年度新潟市北区農業委員会業務報告について 

 

６．出席事務局職員 

   事 務 局 長    佐久間  清 

   次   長    島 貫  徹 

   農 地 係 長   浅 香 範 人 
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７．会議の概要 

事務局 
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定刻になりましたので、これより令和２年度第２回北区農業

委員会定期総会を開催いたします。 

議事日程に従いまして、議事に入らせていただきます。 

本日は、２番 山岸 洋子委員が欠席でございますが、定足数

を満たしており総会は成立していることを申し添えます。 

それでは、首藤会長 議事進行よろしくお願いいたします。 

 

午後４時２０分 開 会 

 

これより、日程に入ります。 

日程第１、議事録署名委員の指名を行います。 

議事録署名委員は、会議規則第１４条第２項の規定により、

議長において、１７番 後藤 宗一 委員、１８番 本田 敏明 委

員を指名いたします。 

 

次に、日程第２、確認事項 農業委員会の法令遵守にかかる

決議の再確認について、を議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

それでは、確認事項 農業委員会の法令遵守にかかる決議の

再確認についてご説明いたします。定期総会議案書１ページを

ご覧ください。  

こちらにつきましては、令和元年１０月に県外の２つの農業

委員会の会長が、農地法違反と収賄容疑で逮捕されるという不

祥事が発生し、農林水産省から２回の綱紀粛正の通知が発出さ

れました。 

この一連の不祥事は、農業委員会及び農地制度に対する国民

の信頼を大きく傷つけるもので、その影響の大きさは計り知れ

ないものです。 

このことを踏まえ、令和元年１１月に開催された新潟県農業

委員会大会及び全国農業委員会会長代表者集会において申し

合わせ決議を行い、綱紀粛正の徹底を図っていくことが確認さ

れたところです。 

この申し合わせ決議については、私どもとしては当然のこと

と受け止めているところですが、個々の農業委員会でも同様の

決議等を行った上で、毎年総会の場で法令遵守の注意喚起をし

て議事録に残し、綱紀保持に努めてほしいとの県農業会議から

の要請もあり、提案させていただいたところです。 

それでは、確認事項を読み上げまして説明にかえさせていた

だきます。 
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確認事項、農業委員会の法令遵守にかかる決議について、下

記のとおり再確認する。 

令和３年３月３０日、新潟市北区農業委員会 会長 首藤正男 

 

私たち農業委員、農地利用最適化推進委員は、農業者の公的

な代表機関である農業委員会組織の一員として、法令に則り適

正に農地制度を運用し、農地利用の最適化を実現する責務を負

っている。特に、農地制度に基づく許認可に係る事務について

は、個人情報に接することも多く、公平・公正な運用はもちろ

んのこと、個人情報保護も徹底しなければならない。私たち農

業委員、農地利用最適化推進委員は、高い倫理観を持ち、法令

遵守を徹底するため、令和２年２月２８日付け議案第９号で決

議した下記事項について再確認を行う。 

記 

１ 農業委員会が担っている職務と責任を改めて自覚し、法

令に則り適正に農地制度を運用すること。特に、農業委員会法

第３１条の議事参与の制限，同第３３条の議事録の公表を適切

に実施して、農業委員会の議事の公正さを確保すること。 

２ 農業委員、農地利用最適化推進委員としての高い倫理観

を維持し、法令遵守を徹底するための研修等を実施すること。 

以上でございます。 

 

これより、質疑に入ります。何かございませんか。 

 

（質問・意見なし) 

 

質疑がないようですので、これにて質疑を終結いたします。 

これより、採決いたします。 

本案は、事務局提案のとおり、決するにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

「異議なし」と認めます。 

よって、日程第２、確認事項 農業委員会の法令遵守にかか

る決議の再確認については、事務局提案のとおり決定されまし

た。 

 

次に、日程第３、議案第１１号 令和３年度新潟市北区農業

委員会業務方針(案)及び事業計画(案)等について、を議題とい

たします。 

事務局の説明を求めます。 
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それでは、議案１１号 令和３年度新潟市北区農業委員会業

務方針（案）及び事業計画（案）等について、ご説明いたしま

す。 

定期総会の議案書２ページをご覧ください。 

記載のとおり提案するもので、内容は３ページからになりま

す。これにつきましても、部会で説明させていただいておりま

すが、再度簡単にご説明いたします。 

１ 業務方針についてです。これにつきましては、令和２年

度の方針を踏襲させていただきまして、農業委員会制度・組織

改革への対応、農地等の利用の最適化の推進、規制改革・地方

分権への対応などを踏まえさせていただきました。（１）から

（１０）までを本年度の基本的な業務方針として、農業の振興

と農業者の地位向上に資するものとしました。内容はご覧のと

おりでございます。詳細な内容は各部会で説明させていただい

ておりますので省略させていただきます。 

２ 事業計画、３ 会議の開催、４ 関係行政庁並びに関係団

体等との連絡協調につきましても記載のとおりでございます。 

以上簡単な説明でありますが、ご承認をいただきたくお願い

いたします。 

 

これより、質疑に入ります。何かございませんか。 

 

（質問・意見なし) 

 

質疑がないようですので、これにて質疑を終結いたします。 

これより、議案第１１号について採決いたします。 

本案は、事務局提案のとおり、決するにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

「異議なし」と認めます。 

よって、議案第１１号 令和３年度新潟市北区農業委員会業

務方針(案)及び事業計画(案)等については、事務局提案のとお

り可決されました。 

 

次に、日程第４、報告事項 令和２年度 新潟市北区農業委員

会業務報告について、を議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

報告事項 令和２年度新潟市北区農業委員会業務報告につ
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いて、ご説明いたします。 

定期総会の議案書８ぺージからの業務報告をご覧いただき

たいと思います。報告内容は、各部会で説明のとおりでござい

ますが、再度簡単にご説明いたします。 

９ページから１１ページ、こちらは総会等の開催実績でござ

います。記載のような内容でございますので、ご覧いただきた

いと思います。 

１１ページから１４ページにかけて、それぞれ農地部会・農

政振興部会・編集委員会・役員会・委員研修会の開催実績につ

いて記載してございますので、ご覧いただきたいと思います。 

そして、１４ページの中段以降は、農業振興諸対策として記

載のとおりの活動を実施しました。 

以上で報告を終わります。 

 

これより、質疑に入ります。何かございませんか。 

 

（質問・意見なし) 

 

質疑がないようですので、これにて質疑を終結いたします。 

これより、報告事項について採決いたします。 

本案は、事務局報告のとおり、決するにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

「異議なし」と認めます。 

よって、報告事項 令和２年度 新潟市北区農業委員会業務

報告については、事務局報告のとおり決定しました。 

 

全日程が終了しました。 

これにて、令和２年度 第２回 新潟市北区農業委員会定期総

会を閉会します。 

 

閉 会  午後４時３０分 
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農業委員会等に関する法律第２７条及び新潟市北

区農業委員会会議規則第１４条第２項の規定により

ここに署名する。 
 

新潟市北区農業委員会   
 
議 長   首 藤  正 男    
 
委 員   後 藤  宗 一       
 
委 員   本 田  敏 明     

 


